
大井川水系ダム管理連絡調整協議会資料

資料－２

※本資料は、協議会開催後に
委員意見を反映し一部修正
をしております。（R2/10/9 更新）



３．議事
（２） 規約、協定書について
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既存ダムの事前放流の取組について

激甚な水害を発生させる堤防決壊を防ぐための洪水時の対応
・地域による水防活動（従来からの対応）
・全ての既設ダムの活用により洪水の貯留を増やすことで河川水位を下げる（新たな対応）

ダムによる洪水の貯留は、ダム下流河川の洪水時水位を下げるため、長大な河川堤防を守る手段と
して、水系全体の水害リスクを低減させることが期待できる。

堤防決壊 堤防の一部損傷 堤防の損傷なし

激甚災害を避ける

【洪水時の対応で期待すること】

激甚災害につながる可能性を避ける

※堤防決壊は、堤防材料（土など）の流出が進行して発生する。洪水時の河川水位を少しでも低くすることは、越水、侵食、漏水など
による堤防材料の流出を抑制することとなる。
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大井川水系（大井川） 事前放流の実施フロー

予測降雨量をもとにダムの流入総量を算出し、事前放流により確保する容量として、
洪水調節可能容量を算定し、これを貯水位に換算

予測降雨量

流入総量流域面積

予測される
流入総量

利水容量

事前放流により
容量を確保

８４時間先予測（ＧＳＭ）

予測降雨量
（mm）

時間（日）

１日 ２日 ３日

予測降雨量が
358mmを超過

予測
降雨量

（mm/時間）

【貯水位低下量】

基準降雨量

予測降雨量

洪水調節可能容量を確保するべく水位低下

算出

③ ・予測降雨量が基準降雨量(358mm/2日間)を上回
り、ダム管理者が事前放流の実施を決定

・ダムの流入総量を予測し、貯水位低下量
（洪水調節可能容量を水位に換算）を算定

①気象台が「台風に関する全般気象情報」や「大雨に関する全
般気象情報」を発表

②・河川管理者が、ダム管理者へ、①の情報を提供し、事前
放流を実施する態勢に入るよう伝える

・ダム管理者が国土交通省のシステムにアクセス し、予測
降雨量を注視

④事前放流の開始（ダム管理者）

〇事前放流の実施判断

ダム管理者
が予測降雨
量を注視

【基準降雨量】

ダム上流域で基準降雨量(358mm/2日間)上回るとき、 下
流河川において、氾濫するおそれがある危険な状態となる

358mm/2日間
（長島ダム上流域の基準降雨量

を各ダムの基準雨量とする。）

※小規模な農業用ダム等については、季節ごとにあらかじめダムの水位を
低下させておくなどの運用（簡易な事前放流）を行う。 3



【事前放流の開始基準】
大井川長島ダム地点で48時間雨量が３５８mm以上の降雨が予測された場合。
（※長島ダム上流域の基準降雨量を各ダム上流域の基準降雨量とする。）

※48時間３５８mm雨量とは、大井川長島ダム地点における雨量で、近年（平成23年9月18日）で静岡県
管理区間で被害が最も少なかった降雨

【事前放流開始から終了までのイメージ】
①「台風に関する気象情報（全般台風情報）」、「台風に関する全般気象情報」が発表され、事前放流実

施の可能性がある状況になった場合に、ダム管理者は事前放流実施体勢に入る。
②ダム管理者は上記開始基準に該当する状況となった場合に、事前に関係機関に連絡の上、事前放

流を実施（連絡事項：事前放流開始予定時刻、事前放流量等）。
③事前放流中断基準に該当する状況となった場合に、ダム管理者は事前放流実施体勢を解除。

【事前放流実施における留意事項】

・事前放流はダムごとに設定する「洪水調節可能容量」を限度として、上流域の降雨から予測されるダ
ムへの流入量を踏まえ、ダム管理者が必要量を算定し実施。
・開始基準に達し事前放流を実施する場合に、各ダム流入予測等を踏まえ適切な量をダム管理者が算
定の上、決定します。開始基準に達した場合に洪水調節可能容量の全量を確保する（最低水位まで下
げる）のではない点にご留意ください。

事前放流基準について

既存ダムの事前放流の取組について
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発電所など

常時満水位
洪水吐ゲート

利水放流管

予測降雨量から貯水位低下量を算定
（見直し・中断・中止・回復）

洪水調節可能容量※

洪水調節可能容量の考え方と事前放流の実施イメージ

※洪水調節可能容量

常時満水位から３日間で放流した
場合の容量（一定の条件のもとで
算定した洪水調節に利用可能な最
大値）でダム管理者が設定したも
の。

既存ダムの事前放流の取組について
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基本方針計画雨量（551mm/2日）
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神座 長島ダム 〇：家屋浸水実績がある洪水

年最大2日雨量（神座地点）（長島ダム地点）

基準雨量の設定
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計画高水流量 9,500m3/s

河道整備流量 8,100m3/s

年最大流量（神座地点）
H23.9洪水（最大雨量356mm/2日）※で被害発生

※H23.9は別途、518mm/2日の洪水も発生している

長島ダム運用開始
（平成14年）

大井川の年最大2日雨量・流量

大井川における主要洪水と被害の実績

 長島ダムは、平成14年から運用開始し、洪水調節が実施されている。運用開始以降、静岡県管理区間で被害が発生しているのは、平成14年台風６号（３
６３ｍｍ/２日）、平成１５年台風１０号（３３１ｍｍ/２日）、平成２３年台風１２号（５１８ｍｍ/２日）、平成２３年台風１５号（３５６ｍｍ/２日）である。その中で、
平成２３年台風１５号（３５６ｍｍ/２日）の被害は、水害区域面積０．０５ｈａ、浸水家屋１棟と最も被害が少なかった。

 静岡県では、令和元年度に七曲りブロック整備計画が策定され、同年に河道掘削等の整備が実施される等、被害の軽減に努めている。長島ダム運用開
始後、浸水被害が発生した実績降雨の中で、最も被害が少なく、河床状況が現行河道に近い直近の実績降雨である平成２３年台風１５号（３５６ｍｍ/2
日）を基準降雨量とする。（長島ダム上流域 ３５８ｍｍ/２日）

赤枠：長島ダム運用開始後の被害

H23.9洪水（台風15号）の浸水被害
・水害区域面積 0.05ha
・浸水家屋 1棟

神座地点 長島ダム地点

（370）

（307）

（584）

（358）

（ ）長島ダム地点
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３．議事
（３） 施設改良の工程表について
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9

令和2年6月30日

既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づく工程表（大井川水系（大井川））

ダム（主要事項） 管理者名 項目

工程

備考

～R2 6月

R2

R3 R4 R5 R6以降

7～9月 10～12月 1～3月

畑薙第一ダム☆ 中部電力（株） 検討

井川ダム☆ 中部電力（株） 検討

※既存ダムの施設改良に関し、洪水調節機能強化に一定の効果が見込まれるダムについては、今後、利水者の意向も踏まえつつ、河川管理者と当該ダム管理者及び関係利水者が協働し、検討・協議を行い、
必要な対応を進める。また、必要に応じて、新規ダムによる洪水調節機能強化についても検討を進める。

※水系内のダムの効率的・効果的な事前放流体制の構築に向け、事前放流の実施状況とその効果等について今後検証を進めるとともに、必要な施設等整備を進める。また、合わせて、必要なダム下流の河
川改修も進める。

#洪水調節機能強化については、事前放流の運用改善や施設改良の可能性など、ダム毎の実情に応じて取り組む内容が考えられる。

※大代川農地防災ダムの情報網の整備（リアルタイム観測通信システムの整備）について調整中。

☆有効貯水容量700万m3以上かつ流域面積20km2以上の利水ダム

洪水調節機能強化#に向けて検討・協議を行っていく

洪水調節機能強化#に向けて検討・協議を行っていく



３．議事
（４） 事前放流の調整状況報告について
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○河川管理者からダム管理者への連絡は、下記（１）又は（２）の場合に実施します。

（１）①に該当する場合の通知例
タイトル：【通知】事前放流の実施体勢について（○○ダム）
文案 ：○月○日○時に○○情報（「台風に関する気象情報（全般台風情報）」又は「大雨に関する全般気象情報」）

が発表されました。今後、長島ダムの上流域の予測降雨量が358mm/48時間以上となる恐れがあるため、○月

○日○時○分に事前放流を実施する態勢に入ってください。

（１）②に該当する場合の通知例
タイトル：【○○ダム】事前放流を実施する体勢について

文案 ：天竜川水系（天竜川下流）、豊川水系で事前放流操作を開始しており、長島ダムの上流域の予測降雨量が
358mm/48時間以上となる恐れがあるため、○月○日○時○分に事前放流を実施する態勢に入ってください。

（１）事前放流を実施する態勢に入る連絡
①気象庁から大井川水系に関わる「台風に関する気象情報（全般台風情報）」「大雨に関する全般気象情報」

のいずれかが発表され、かつ、事前放流を実施する見込みがあると判断した場合、河川管理者はダム管理
者に「事前放流を実施する態勢」に入るよう通知する。

②①の条件に該当しない場合でも、近隣の他水系で事前放流が開始された場合など必要であると判断したと
きは、河川管理者はダム管理者に「事前放流を実施する態勢」に入るよう通知する。

（２）事前放流を実施する態勢を解除する連絡

・台風の予測進路の変更等により、当初の気象情報による降雨量から、基準降雨量以下となり、今後も降雨量
の増加が見込まれない場合には、事前放流を実施する態勢を解除することのメール等により連絡する。

（２）に該当する場合の通知例
タイトル：【○○ダム】事前放流を実施する体勢の解除について

文案 ：今後の降雨量が減少し、○○ダムの上流域の予測降雨量が358mm/48時間以上となる恐れがなくなったため、
○月○日○時○分に○○ダムの事前放流を実施する態勢を解除します。

河川管理者からダム管理者への連絡（案）

11
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（１）事前放流を実施する態勢に入る

・操作規程、操作規則、施設管理規程等（以下「操作規程等」という）の通知先に所定の方法により通知するほ
か、メール等により関係機関へ連絡する。

・発令後は、事前放流を実施するかどうかを判断するため、予測降雨量を注視する。

（２）事前放流を実施する
・予測降雨量が基準降雨量を越えた後、ダム管理者が必要であると判断した場合に事前放流を実施する。
・操作規程等の通知先に所定の方法により通知するほか、メール等により関係機関へ連絡する。
・予測降雨の更新により、確保目標水位の見直しをした場合は実施する場合と同様とする。

○ダム管理者から関係機関への連絡は、下記（１）～（４）の場合に実施します。

○メール等によるダム管理者からの情報提供内容
タイトル：【○○ダム】事前放流を実施する態勢について

文案 ： ○月○日○時○分に○○ダムは事前放流を実施する態勢に入りました。

○メール等によるダム管理者からの情報提供内容
タイトル：【○○ダム】事前放流を実施状況

文案 ： ○月○日○時○分に○○ダムの予測降雨量が基準降雨量を上回ったため事前放流を実施します。
（○月○日○時○分に○○ダムの目標水位に到達しました。：完了の場合）

【実施する場合の連絡】
予測に用いた気象予測：GSM（又はMSM）
事前放流開始予定時刻：○月○日○時○分
目標水位：水位（またはＥＬ）○○．○ｍ
確保予定容量：約○○㎥
確保の手段：ダム放流（最大○○m3/s）で実施等

【完了した場合の連絡】
目標水位到達時刻：○月○日○時○分
目標水位：水位（またはＥＬ）○○．○ｍ

ダム管理者から関係機関への連絡（案）
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（３）事前放流操作を中止

・事前放流操作を行っている際に、実施要領記載のいずれかの理由で事前放流操作を中止した場合は、操作
規程等の通知先に所定の方法により通知するほか、メール等により関係機関へ連絡する。

○メール等によるダム管理者からの情報提供内容
タイトル：【○○ダム】事前放流操作の中止（完了）について

文案 ： ○月○日○時○分に○○ダム事前放流実施要領第５第○項により事前放流操作を中止しました。
※目標水位到達の場合は、「中止」を「完了」とする。

（４）事前放流を実施する態勢を解除
・ 河川管理者からの連絡に基づき、態勢を解除する。
・操作規程等の通知先に所定の方法により通知するほか、メール等により関係機関へ連絡する。

○メール等によるダム管理者からの情報提供内容
タイトル：【○○ダム】事前放流を実施する態勢の解除について

文案 ： ○月○日○時○分に事前放流を実施する態勢を解除しました。

ダム管理者から関係機関への連絡（案）
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台風19号（令和元年）の経路図（気象庁HPより）
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台風第１９号に関する情報第２７号
１０月１０日５時２６分
気象庁より東海地方で１２日６時までの
２４時間２００から３００ミリの予測発表

台風の位置がここで、
１０月９日６時頃予測システムにより35８ｍｍ
／2日を超える予測が出ると予想される



３．議事
（５） 事前放流の運用について

（治水効果と利水への影響）
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事前放流による長島ダム下流の被害軽減効果

 整備計画対象洪⽔（⾬量確率1/30）を対象に、畑薙第⼀ダム・井川ダム・⻑島ダムによる事前放流の被害軽減効果を検証
 事前放流を実施することで、⻑島ダムの最⼤放流量を約860m3/s低減でき、下流域の浸⽔被害が50〜70％軽減される

事前放流なし
の浸水域

事前放流あり
の浸水域

事前放流
なし

事前放流
あり

軽減量
（軽減率）

長島ダム
最大流入量

5,597m3/s 5,597m3/s 0m3/s
(0%)

長島ダム
最大放流量

5,157m3/s 4,298m3/s 859m3/s
(16%)

被害額 223.2億円 93.8億円
129.4億円
(58%)

浸水面積 326.4ha 170.5ha 155.9ha
(48%)

浸水
世帯数

407世帯 140世帯
267世帯
(66%)

図︓事前放流有り・無しの流⼊量と放流量の⽐較
（9/1より前に事前放流により治⽔協定に記載する洪⽔
調節可能容量を確保した場合）

■浸⽔域が軽減される主な地
区
・桑野⼭ ・千頭
・崎平 ・徳⼭
・下泉
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事前放流実施後のダム水位回復状況

 平成23年9⽉台⾵15号洪⽔（基準降⾬）を対象に、畑薙第⼀ダム・井川ダム・⻑島ダムの３ダム群による事前放流実施後の⽔位回復状況を検証。
 治⽔協定で定める洪⽔調節可能容量まで⽔位低下させた場合であっても、洪⽔調節後24時間以内での⽔位回復が可能。

洪水量

流量

確保流量

⑤洪水調節期間中に
確保できる容量
6,842万m3

流入量

⑥洪水調節後に

確保できる容量

7,614万m3

放流量

④事前放流による
洪水調節可能容量
9,733万m3

ダム
流域面積
(km2)

①
流域平均
2日雨量
(mm)

②
３ダム群
流入総量
(万m3)

③
３ダム群
放流総量
(万m3)

④
洪水調節
可能容量
(万m3)

⑤

洪水調節
期間中に

確保できる
容量
(万m3)

⑥

洪水調節
後に確保で
きる容量
(万m3)

⑦
水収支

＝④‐⑤‐⑥
(万m3)

畑薙第一 318.0 3,323.9 600 1,322

井川 459.3 4,740.0 1,257 3,104

長島 534.3 1,669.2 4,985 3,188

計 534.3 358.4 16,227 9,385 9,733.1 6,842 7,614 －4,723
①台⾵第15号の⻑島ダム上流域平均実績2⾬量
②流⼊総量＝流域平均2⽇⾬量(mm)×⻑島ダム上流域⾯積(km2)×流出係数(0.85)
③放流総量＝台⾵第15号における洪⽔調節期間中の⻑島ダム実績放流量の総量
④治⽔協定で定める3⽇前から⽔位を低下させて確保できる最⼤容量
⑥台⾵第15号における流⼊ピーク後、流⼊量が各ダムの洪⽔量（畑薙第⼀600m3/s、井川840m3/s、⻑島900m3/s ）以下とな
った24時間の貯留可能量。各ダムの確保流量は、畑薙第⼀100m3/s、井川80m3/sで算出。

（A） （B） （C） （D）

⻑島ダムによる洪⽔調整イメージ

939.0m



４．その他
（１） 実施要領（案）について
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○第２条（事前放流の基本）
・事前放流を実施するのは、ダム上流域の予測降雨量が３５８ｍｍ（／４８時間）以上である場合に実施するこ

とを基本とします。
・ダム上流域の予測降雨量が３５８ｍｍ（／４８時間）以上である場合でも、ダム上流域の状況や、ダム下流域

及び利水への影響等を総合的に判断し、実施しない場合もあります。

○第３条（目標水位）
・事前放流は、ダムごとに設定した「洪水調節可能容量」を限度として、上流域の降雨から予測されるダムへの
流入量を踏まえ、ダム管理者が必要量を算定し、目標水位を算定して実施します。

・開始基準に達し事前放流を実施する場合に、各ダム流入予測等を踏まえ適切な量をダム管理者が算定の上、
決定します。開始基準に達した場合に洪水調節可能容量の全量を確保するのではない点にご留意ください。

○第４条（関係機関への通知）
・事前放流を実施する態勢に入る場合と解除する場合は、河川管理者からダム管理者に通知します。
・事前放流を実施する態勢に入ってから解除するまでの間は、ダム管理者から関係機関に通知します。

○第５条（中止）
・事前放流を実施している場合に、流入量が洪水量に等しくなった場合は、事前放流を中止します。
・事前放流を実施している場合に、気象・水象その他の状況により、事前放流を中止する必要が生じた場合は、
中止時の貯水位を維持する又はその後の流水を貯留し水位上昇に努めます。

・事前放流を継続する必要がなくなったと認める場合は、その後の流水を貯留して水位上昇に努めます。
・事前放流を継続する必要がなくなったと認める場合の目安は、ダム上流域の予測降雨量が３５８ｍｍ（／４８
時間）以下になった場合を想定しています。

・事前放流を実施している場合に、放流水、放流施設及び周辺施設（利水施設を含む）への影響を確認したと
き、又は、影響の発生が予想されるときは、事前放流を中止します。

事前放流実施要領について
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４．その他
（２） 近年出水時のダム操作の事例
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４．その他
（３） 流域治水プロジェクトの取組みについて
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全国7水系における「緊急治水対策プロジェクト」 全国の各河川で「流域治水プロジェクト」を公表

◆全国の一級水系において、河川対策、流域対策、ソフト対策からなる流域治水の
全体像をとりまとめ、国民にわかりやすく提示

◆令和元年東日本台風（台風第19号）により、甚大な被害が発生した7水系におい
て、国・都県・市区町村が連携し、今後概ね5～10年で実施する
ハード・ソフト一体となった「緊急治水対策プロジェクト」に着手。

事業費 期間 主な対策メニュー

阿武隈川上流

阿武隈川下流

鳴瀬川 吉田川 約271億円
令和6年度

まで
【ハード対策】　河道掘削、堤防整備
【ソフト対策】　浸水想定地域からの移転・建替え等に対する支援　等

荒川 入間川 約338億円
令和6年度

まで
【ハード対策】　河道掘削、遊水地整備、堤防整備
【ソフト対策】　高台整備、広域避難計画の策定　等

那珂川 那珂川 約665億円
令和6年度

まで
【ハード対策】　河道掘削、遊水地整備、堤防整備
【ソフト対策】　霞堤等の保全・有効活用　等

久慈川 久慈川 約350億円
令和6年度

まで
【ハード対策】　河道掘削、堤防整備
【ソフト対策】　霞堤等の保全・有効活用　等

多摩川 多摩川 約191億円
令和6年度

まで
【ハード対策】　河道掘削、堰改築、堤防整備
【ソフト対策】　下水道樋管等のゲート自動化・遠隔操作化　等

信濃川

千曲川

合計 約5,424億円

水系名 河川名

信濃川

阿武隈川

緊急治水対策プロジェクト
（概ね５～１０年で行う緊急対策）

約1,840億円
令和10年度

まで

約1,768億円
令和9年度

まで

【ハード対策】　河道掘削、遊水地整備、堤防整備
【ソフト対策】
　支川に危機管理型水位計及びカメラの設置
　浸水リスクを考慮した立地適正化計画展開　等

【ハード対策】　河道掘削、遊水地整備、堤防整備
【ソフト対策】
　田んぼダムなどの雨水貯留機能確保
　マイ・タイムライン策定推進　等

【イメージ】 ○○川流域治水プロジェクト

高潮対策

遊水地整備

堤防整備

ダム再生

霞堤の保全

河道掘削
樹木伐採

■河川対策
・堤防整備、河道掘削
・ダム再生、遊水地整備 等

■ソフト対策
・水位計・監視カメラの設置
・マイ・タイムラインの作成 等

■流域対策（集水域と氾濫域）
・下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備
・土地利用規制・誘導 等

★戦後最大（昭和XX年）と

同規模の洪水を安全に流す

河川区域・災害危険
区域等の指定

雨水貯留施設
の整備

排水施設の
整備

（対策メニューのイメージ）

※令和2年3月31日 HP公表時点

「流域治水プロジェクト 」 に基づく事前防災の加速

★ …浸水範囲（昭和XX年洪水）

◆戦後最大洪水に対応する国管理河川の対策の必要性・効果・実施内容等を
ベースに、プロジェクトを策定し、ハード・ソフト一体の事前防災を加速

今後の⽔害対策の進め⽅（イメージ）

１st 2nd

気候変動を踏まえた
河川整備計画等の見直し

速やかに着手

・流域治水プロジェクト

近年、各河川で
発生した洪水に対応
・緊急治水対策プロジェクト
（甚大な被害が発生した ７水系）

(全国の一級水系において早急に
実施すべき事前防災対策を加速化）

気候変動で激甚化する
洪水による壊滅的被害を回避

・気候変動適応型水害対策の推進

・治水計画を、「過去の降雨実績に
基づくもの」から、「気候変動による
降雨量の増加などを考慮したもの」
に見直し

・将来の降雨量の増大に備えた
抜本的な治水対策を推進◆戦後最⼤洪⽔に対応する国管理河川の対策の必要性・効果・実施内容等をベース

に、夏頃までに関係者が実施する取組を地域で中間的にとりまとめ、
「流域治⽔プロジェクト」を令和２年度中に策定

◆河川・下⽔道管理者等による治⽔に加え、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・
企業・住⺠等）により流域全体で⾏う治⽔「流域治⽔」へ転換

◆気候変動による⽔災害リスクの増⼤に備えるためには、これまでの河川管理者等の
取組だけでなく、流域に関わる関係者が、主体的に取組む社会を構築することが必要

◆令和元年東⽇本台⾵で甚⼤な被害を受けた７⽔系の「緊急治⽔対策プロジェクト」
と同様に、全国の⼀級⽔系でも、流域全体で早急に実施すべき対策の全体像 「流域
治⽔プロジェクト」を⽰し、ハード・ソフト⼀体の事前防災対策を加速

課題

対応
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河道掘削

堤防整備

侵食対策

河道掘削

大井川水系流域治水プロジェクト【素案】
～利水ダムも協力し洪水氾濫に備える治水対策～

大井川

静岡県

長野県

岐阜県

愛知県三重県

■河川における対策
国の対策内容 堤防整備、河道掘削、

侵食対策 等

※今後、関係機関と連携し、県管理区間の河川改修
を追加予定

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

凡 例

浸水想定範囲（戦後最大の昭和54年10
月台風を河川整備の目標規模まで引き
伸ばした場合に対する想定氾濫解析）

大臣管理区間

洪水時の低水護岸 被災状況

昭和57年8月洪水（台風10号）

○令和元年東日本台風では、戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、大井川水系においても、事前防災対策を進め
る必要があることから、以下の取り組みを実施していくことで、戦後最大規模の昭和54年10月洪水を上回る洪水を安全に流し、流域にお
ける浸水被害の軽減を図る。また、急流土砂河川である大井川では、侵食による堤防決壊が想定されるため、侵食対策についてもあわせて
実施していく。

■ソフト対策のイメージ

・水位計・監視カメラの設置

・マイ・タイムラインの作成 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

■流域における対策のイメージ

・下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備

・既存ダムの洪水調節機能の強化
・土地利用規制・誘導（災害危険区域等） 等

※今後、関係機関と連携し対策検討
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第１回 大井川流域治水協議会

大井川流域治水プロジェクト（中間とりまとめ）公表

大井川流域治水プロジェクト公表

実施状況フォローアップ
（適宜、計画の見直し）

9月3日

9月14日～16日

年度末

次年度以降

1月頃

○大井川流域治水プロジェクト（案）の検討

○大井川流域治水協議会の設立
・設立趣旨、規約の確認
・「大井川流域治水プロジェクト（中間とりまとめ）」

に掲げる、対策について
※県、各市町は抽出した対策の中から目玉となる対策を報告

○大井川流域治水プロジェクトの策定

○大井川流域治水プロジェクトに基づく対策の実施状況
フォローアップ

※今後の検討状況等により、変更となる場合があります。

第２回 大井川流域治水協議会

大井川流域治水協議会 幹事会

大井川流域治水協議会 幹事会

10月頃

2月頃

○大井川流域治水プロジェクト（案）の策定

協議会での検討事項と今後の進め方

○大井川流域治水プロジェクト（中間とりまとめ案）の検討
・県及び各市町の対策を基に中間とりまとめ案の提示

大井川流域治水協議会 幹事会

9月頃 ○HPにて流域治水プロジェクト中間とりまとめを公表
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河道掘削

堤防整備

侵食対策

河道掘削

大井川水系流域治水プロジェクト【中間とりまとめ】（案）
～利水ダムも協力し洪水氾濫に備える治水対策～

大井川

静岡県

長野県

岐阜県

愛知県三重県

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

凡 例

浸水想定範囲（戦後最大の昭和54年10
月台風を河川整備の目標規模まで引き
伸ばした場合に対する想定氾濫解析）

大臣管理区間

洪水時の低水護岸 被災状況

昭和57年8月洪水（台風10号）

○令和元年東日本台風では、戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、大井川水系においても、事前防災対策を進め
る必要があることから、以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては戦後最大規模の昭和54年10月洪水を上回る洪水を
安全に流し、流域における浸水被害の軽減を図る。また、急流土砂河川である大井川では、侵食による堤防決壊が想定されるため、侵食対
策についてもあわせて実施していく。

■ソフト対策

・水位計・監視カメラの設置

・マイ・タイムラインの作成 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

■流域における対策のイメージ

・下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備

・既存ダムの洪水調節機能の強化
・土地利用規制・誘導（災害危険区域等） 等

※今後、関係機関と連携し対策検討

〇〇川、〇〇、川、〇〇川、〇〇川

県管理河川

・減災協議会の取組方針の内容から
代表的なものを抜粋

・流域としてウリにしている対策があれば
上位に記載し、代表的な対策を記載

（※実現困難なものは記載しない。最終
とりまとめで削除にならないように。）

管内図に書き込めない区間の県管理河川
があれば欄外に記載するか別紙（流域図）
に記載する。（詳細は分割版の可とする。）

■河川における対策
全体事業費 約●●億円
対策内容 河道掘削、堤防整備、侵食対策 等

・県の残事業費を含めた水系
の全体事業費をまとめる

※整備計画の無い（県単で実施して
いる）河川の事業費やメニューを
記載することも可能

・県の実施内容を含めた水系
の対策内容を記載

・県が対策を実施する河川から代表的な
ものを記載

※整備計画が策定されている河川のみを想定してい
ますが、それ以外の意向があればご相談ください
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